
       行 政 法    （50 点） 

 
以下の各事案において、X～Z が取消訴訟の原告適格を有するかにつ

いて論じなさい。 

 

【事案１】 

町内会長が、道路の交差点の隅切り部分に、町内の住民が利用する家

庭ごみ収集用の折り畳み式ダストボックスを設けるため、道路管理者か

ら道路の占用の許可を受けた場合、当該部分に接する土地に居住する X

は、当該許可の取消しを求める原告適格を有するか。 

 

【事案２】 

露店営業者が、歩行者専用の道路に、骨董品販売用の露店を設けるた

め、道路管理者から道路の占用の許可を受けた場合、当該露店が設けら

れる道路の部分に面する店舗において骨董品を販売している Y は、当

該許可の取消しを求める原告適格を有するか。 

 

【事案３】 

ガス事業者が、道路の地下に、ガス管を設けるため、道路管理者から

道路の占用の許可を受けた場合、当該ガス管が設けられる道路の部分に

面する店舗において可燃物を取り扱う事業を営んでいる Z は、当該許

可の取消しを求める原告適格を有するか。 

 

 

【参照条文】 

◎道路法（昭和二十七年法律第百八十号）（抄） 

 （道路の占用の許可） 

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施

設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理

者の許可を受けなければならない。 

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他こ



れらに類する工作物 

二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

三 鉄道、軌道その他これらに類する施設 

四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

六 露店、商品置場その他これらに類する施設 

七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼ

す虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの 

２ 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載し

た申請書を道路管理者に提出しなければならない。 

一 道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設

を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。）の目的 

二 道路の占用の期間 

三 道路の占用の場所 

四 工作物、物件又は施設の構造 

五 工事実施の方法 

六 工事の時期 

七 道路の復旧方法 

３～５（略） 

 

◎道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）（抄） 

 （一般工作物等の占用の場所に関する基準） 

第十条 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第

一項各号に掲げる工作物、物件又は施設（電柱、電線、公衆電話所、水

管、下水道管、ガス管、石油管、第七条第二号に掲げる工作物、同条第

三号に掲げる施設、同条第六号に掲げる仮設建築物、同条第七号に掲げ

る施設、同条第八号に掲げる施設、同条第十一号に掲げる応急仮設建築

物及び同条第十二号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工

作物等」という。）に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、

次のとおりとする。 

一 一般工作物等（鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。）



を地上（略）に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所

（略）であること。 

イ 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいず

れかに該当する位置にあること。 

（１） 法
の り

面 
（２） 側溝上の部分 

（３） 路端に近接する部分 

（４） 歩道（略）内の車道（略）に近接する部分 

（５） 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又

は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、

分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分 

ロ （略） 

ハ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は

交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交

差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。 

二 一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適

合する場所であること。 

イ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば

掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であ

ること。 

ロ 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近

していること。 

ハ 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一

般工作物等の頂部が地面に接近していること。 

三～五（略） 

 

（水管又はガス管の占用の場所に関する基準） 

第十一条の三 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての

水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次

のとおりとする。 

一 （略） 



二 水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも

適合する場所であること。 

イ 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に

代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があ

ると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部

分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。 

ロ 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が一・二メートル

（略）を超えていること。 

２ 第十条第一号（ロに係る部分に限る。）及び第二号から第五号まで、

第十一条第一項第一号並びに前条第一項第三号の規定は、水管又はガス

管について準用する。 

 

（構造に関する基準） 

第十二条 法第三十二条第二項第四号に掲げる事項についての法第

三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であ

ること。 

イ 倒壊、落下、剥離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由によ

り道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められ

るものであること。 

ロ・ハ （略） 

二 地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であ

ること。 

イ 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用

物件の構造に支障を及ぼさないものであること。 

ロ 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないも

のであること。 

ハ 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に

引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定め

るものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用

物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を



明示するものであること。 

三・四 （略） 

 


